
 

 

 

 

第２６回 防府市都市計画審議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月２３日開催 

 

防府市都市計画審議会 

 

 

 



第 ２ ６回 防 府 市 都 市 計 画 審 議 会  

日 時 令和４年８月２３（火） １４：００～１４：２０ 

場 所 防府市役所１号館３階 南北会議室 

 

 

＜出席委員＞ 

 徳山工業高等専門学校名誉教授  佐賀 孝徳 

 山口県立大学名誉教授      前田 哲男 

 防府商工会議所会頭       羽嶋 秀一 

防府市農業委員会会長      藤井 伸昌 

山口県建築士会防府支部副支部長 原田 和彦 

防府市議会議長         上田 和夫 

防府市議会副議長        藤村 こずえ 

防府市議会議員         曽我 好則 

防府市議会議員         河村 孝 

国土交通省中国地方整備局   

山口河川国道事務所長      山田 直也 

山口県防府土木建築事務所長   城一 俊幸 

山口県山口農林水産事務所長   藤村 誠 

山口県防府警察署長       藤村 亨 

防府市自治会連合会       新家 義則 

防府市女性団体連絡協議会    大村 弘子 

 

 

＜市出席者＞ 

 防府市長       池田 豊 

土木都市建設部参与  友景 

道路課長       澁谷 

技術補佐       林 

 

（事務局）  

 土木都市建設部長   石光 

 土木都市建設部次長  宮本 

 土木都市建設部参事  藤本 

都市計画課長     野間 

課長補佐       武村 

技術補佐       原田 

まちなみデザイン係長 西崎 

まちなみデザイン係  山田、川崎 

 

 

＜傍聴＞ 

傍聴人 なし 

 報道  なし 

 



１ 開会 

２ 委員の紹介 

３ 会長の選出 

４ 会長代理の選出 

５ 常務委員の選出 

６ 署名委員の選出 

７ 審議会の公開 

 

○会長 さて、議事に先立ちまして、当審議会の公開について、お諮りいたしま

す。本日の審議会は、公開で行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○委員一同 異議なし 

 

○会長 異議なしということですので、本日の都市計画審議会は公開といたしま

す。傍聴人の方がおられれば入場の案内をしてください。 

 

〇事務局 傍聴人の方はいらっしゃいません。 

 

○会長 わかりました。公開ですが、傍聴人はおられません。 

 

８ 議案の審議 

〇会長 続きまして、「次第 ７」の議事に入りたいと思います。 

議案第 1号の都市計画道路の松崎植松線の変更についてです。それでは事務局

に議案の説明をお願いして、その後委員の方から質疑をいただきたいと思います。

それでは、事務局の方で議案の説明をお願いします。 

 

○事務局 議案を説明 

 

○会長 説明ありがとうございました。議案について、ご質問、ご意見がござい

ましたらお願いします。 

 

〇委員 2点ございます。 

1 点目は 6 頁の詳細図にあります、都市計画道路に南北に交差する道路（市道

小徳田野地線）が都市計画道路かどうかについてです。 

2 点目は 6 頁の詳細図に縮尺が記載されていないので、記載をした方が良いの

ではないでしょうか。 

 

〇事務局 都市計画道路に南北に交差する道路（市道小徳田野地線）は、都市計

画道路として決定しない道路です。 

詳細図の縮尺の記載についてですが、次回からは縮尺が分かるような記載をし

たいと思います。 



  

○会長 一部未整備区間もありますが、本路線（都市計画道路松崎植松線）の周

辺の交通についてはどのようにお考えですか。 

 

〇事務局 華城小学校周辺の交通安全のため、華城小学校の南に位置する本路線

（都市計画道路松崎植松線）と合わせ華城小学校の北西の路線（市道小徳田野地

線）を道路拡幅することで、道路としてのネットワークを構築していくと第 5次

防府市総合計画で位置付けております。 

 

〇委員 なぜ都市計画道路に南北に交差する道路（市道小徳田野地線）を都市計

画道路として位置付けないのですか。 

 

〇事務局 当該路線（市道小徳田野地線）は生活道路として位置付け、周辺の交

通安全のために道路拡幅をするものであるため、都市計画決定を見送っています。 

 

○会長 他にご質問、ご意見はございませんか。 

 無いようですので、原案のとおり変更なしで、ご異議はございませんか。 

 

○委員一同 異議なし 

 

○会長 「ご異議ないもの」と認めます。 

よって、原案のとおり決定いたしました。 

 

以上をもちまして本日の審議を終了いたします。 

可決された案件につきましては、早速、市長に答申いたします。厳正なる御審

議をいただきありがとうございました。 

 

９ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


